
はじめに

建国期における支配人唯一管理制の導入過程

唯一管理制の制度的内容

唯一管理制下における企業運営の実態

結語

は じ め に

1990年代中盤に，朝鮮民主主義人民共和国

は深刻な経済停滞に陥った。こうした事態に

至った要因の一つとして，社会主義経済管理制

度の非効率性がしばしば指摘されている［梁文

秀 2000］。周知のように同国は社会主義国家と

して樹立され，現在に至るまでその体制をまが

りなりにも維持している。よって，経済管理制

度の非効率性の原因と程度を詳細に分析するこ

とは，同国が1990年代中盤に深刻な経済停滞

を経験した理由を明らかにするための基礎作業

として重要な意義を持つと思われる。

経済管理制度に関するこれまでの先行研究で

は，主に「大安の事業体系」と呼ばれる企業管
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要 約

本稿は，朝鮮民主主義人民共和国が最初に導入した企業管理体系である，「支配人唯一管理制」（以

下，唯一管理制）について検討したものである。同国の企業管理体系に関する先行研究は多数あるが，

それらのほとんどは，1960年代に入ってから導入された「大安の事業体系」に関するものであり，

唯一管理制に関する詳細な考察は，その重要性にもかかわらず，十分になされてこなかった。本稿で

は，北朝鮮の企業管理体系の特徴を，歴史的発展過程という観点から把握する上で，唯一管理制に関

する分析は不可欠であるという問題意識に立ち，特にその企業内組織構造と経営活動の実態に焦点を

あてて検討を行った。その結果，北朝鮮がソ連をモデルとして自国の企業管理体系を構築することで，

ライン＆スタッフ型の近代的な経営組織を導入するに至ったことが明らかになった。また，『労働新

聞』などの報道から，唯一管理制が実施されていた当時の北朝鮮において，ライン＆スタッフ型組織

を採用した企業所の運営に多くの混乱が見られたこと，それにもかかわらず，北朝鮮企業が，近代的

経営組織の利点を活かすための方法を模索していたことが観察された。同時に，企業所内における党

団体の存在が，組織内の意思決定に混乱をもたらす構造的要因となっていたことも示された。
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理体系に関心が集まっていた。ここで企業管理

体系とは，（工業）企業を管理運営する機構と

機能の総体と定義されており［『経済辞典⑴』

1985年刊行，162］，企業内組織構造，各部署の

役割と権限，意思決定プロセスといった，企業

を管理運営するための全体的な経営システムの

ことを指す。「大安の事業体系」は1962年に金

日成が指導した大安電機工場の事例をパイロッ

トモデルとして全国の国有企業で導入された企

業管理体系であり，工場党委員会を企業の最高

意思決定機関とし，その下に企業内の各組織を

配置するところに特徴があった。同制度は

1990年代中盤まで，その制度的特徴を基本的

に維持したまま，工業企業を管理するための経

済管理制度として機能していたと考えられてい

る。それゆえ，研究者の関心がこの問題に集中

するのもある意味で当然と言えよう。

一方，朝鮮民主主義人民共和国の建国当時か

ら「大安の事業体系」が導入されるまでの

1950年代を通じて，地域・産業を問わず幅広

く運用されていた企業管理体系である「支配人

唯一管理制」（以下，唯一管理制）は，「大安の

事業体系」を対象としたそれに比べて研究成果

が実に少ない。朝鮮民主主義人民共和国の百科

事典で唯一管理制は，「支配人が工場，企業所

の経済管理運営の全ての問題を決定して処理し，

責任を持つようにする経済管理形態」と定義さ

れている。また，「我が国で支配人唯一管理制

は，かつて工場管理運営の基本形態として一定

期間存在した」と説明されていることからも分

かるように［『朝鮮大百科事典 』2000年刊行，

662］，同国の企業管理体系の歴史的展開の中で

重要な位置を占めている。

だが，その重要性にもかかわらず，この問題

はこれまで十分な検討がなされてこなかった。

朝鮮民主主義人民共和国側の先行研究では，経

済管理制度について解説したホ・ヨンイクが，

建国期に唯一管理制が導入されたことや，それ

が支配人を中心として企業を運営する管理体系

だったことを指摘しているが，制度の具体的な

側面について議論を展開しているわけではなく，

「大安の事業体系」に記述の多くを割いている

［ホ・ヨンイク 1987，21］。カン・チョルブは，

解放後の朝鮮半島北半部において唯一管理制の

制度的枠組みが整備されていく過程について詳

しく論じているものの，制度そのものに対する

言及はない［カン・チョルブ 1985，109-110］。

1950年代の同国経済について解説した一次資

料として国立出版社（1958）もあるが，やはり

唯一管理制に対する詳しい記述はない。

日本で企業管理体系について論じた研究とし

ては，『現代朝鮮問題講座』編集委員会（1980）

や高昇孝（1973）があるものの，公式見解を基

本資料としているために，やはり唯一管理制へ

の言及は少ない。ただし，高昇孝は唯一管理制

の制度的特徴について，それがソ連の企業長単

独責任制と基本的に同じものであったと指摘し

ており，注目される［高昇孝 1973，77］。事実，

唯一管理制という名詞は企業長単独責任制

（ ）の訳語であり［『朝露大辞典 第

２巻』1976年刊行，589］，本稿で後に検討する

ように，朝鮮民主主義人民共和国は明らかにソ

連をモデルとした企業管理体系を導入したと見

られるからである。

韓国では1980年代から，唯一管理制に焦点

を当てた研究が行われるようになった。玄勝一

は経済管理体系の歴史的展開を追う研究におい

て，唯一管理制の制度的特徴を簡潔にまとめて
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いる［玄勝一 1985］。1990年代以降，その数は

さらに増え，唯一管理制下にある企業の構造を

概観したユン・ヨリョン（1994）や，同制度が

必要とされた経済的背景を分析した朴正鎭

（1996）が出た。李周哲も解放当時の朝鮮半島

北半部の経済状況を論じる過程で，わずかでは

あるが唯一管理制に言及している［李周哲

1997］。徐東晩は唯一管理制の導入過程におけ

る政治的な背景を相当程度明らかにしているし

［徐東晩 1995］，金錬鐵は唯一管理制が有効に機

能し得たのかという点に分析の重点をおいて詳

細な考察を行っている［金錬鐡 2001］。李泰

も企業内における党団体と行政職員との関係と

いう観点から唯一管理制に言及している［李泰

2001］。

以上の通り，唯一管理制を扱う一連の先行研

究は，蓄積を重ねる過程でいくつかの重要な成

果を残してきた。だが，企業管理体系として見

たときの制度的特徴，特に企業内部の組織構造

を十分に検討した研究はほとんど見られない。

唯一管理制の制度的特徴とその制度下で管理さ

れていた企業組織を明らかにすることは，朝鮮

民主主義人民共和国の企業管理体系の特徴を，

歴史的発展過程という観点からより正確に把握

する上で必要不可欠な作業であるし，唯一管理

制を前身とした「大安の事業体系」のより深い

理解にとっても極めて有益である。

そこで本稿では，以上の問題意識に立って，

唯一管理制がどのような企業管理体系であった

のかを，特にその企業内組織構造に焦点をおい

て分析する。

そのために第 節では，建国期において指導

部が（ソ連をモデルとした）社会主義経済管理

制度を整備していく過程の中で，唯一管理制が

どのように導入されたのかを検討する。続く第

節では，1950年代における国家と企業の関

係を分析し，国有企業の経営における主要な意

思決定権が国家の上級機関に握られていたこと

を明らかにする。その中で企業管理体系として

の唯一管理制が，ソ連の企業長単独責任制をモ

デルとして，ライン＆スタッフ組織という近代

的な経営組織の導入を目指していたことを確認

した上で ，社会主義国に特徴的な，企業と

党団体の関係についても考察を加える。第 節

では，唯一管理制下にある企業の運営実態に関

して，ライン＆スタッフ型の経営組織がどのよ

うに機能したのかという点に主眼をおいて分析

し，結論として唯一管理制の制度的な特徴と問

題点を総括した上で，その成立の歴史的意味に

ついて述べる（なお，同国では一般的に「企業」

ではなく「企業所」という名詞を使うが，本稿で

は個別企業の名称や法令等を除き，全て「企業」

で統一する）。

本稿で用いる資料についても若干の説明を加

えておきたい。1950年代に発行されていた

『経済建設』には，唯一管理制について解説し

た論文や，企業管理に関する実務的な解説記事

などがあり，企業内の組織構造や各部署の役割，

意思決定過程について，ある程度詳細に知るこ

とができる。また，1950年代の『労働新聞』

にも，唯一管理制に関する記事があるほか，当

時実際に企業を管理していた支配人や技師長に

よる経験談や，労働者の投書なども掲載されて

おり，企業運営の実態をうかがうことができる。

本稿では先行研究が十分に活用してこなかった

これらの資料を利用することで，唯一管理制の

具体像を把握する。
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建国期における

支配人唯一管理制の導入過程

朝鮮民主主義人民共和国における国家機構・

党組織建設の流れの中で，唯一管理制がどのよ

うな経緯を経て導入されたのかを明らかにする

ことが本節の目的である。

1945年８月，第二次世界大戦での日本の敗

北によって植民地支配から解放された朝鮮半島

では，独立国家建設の気運が盛り上がり，自然

発生的な自治組織が各地で結成された。だが，

これらの自治組織が連携を取り合い，朝鮮半島

全土を統率することが可能な政治勢力へと発展

する前に，米ソによる分割占領という現実が立

ちはだかった。朝鮮半島の南半部では米軍の後

押しを受けた李承晩を中心として，また北半部

では進駐してきたソ連軍と，彼らとともに帰国

した朝鮮人共産主義者グループを中心とする形

で，新しい統治機構の整備が進められたのであ

る。朝鮮半島の北半部では，1945年９月末の

時点で，咸鏡南道，咸鏡北道，平安南道，平安

北道，黄海道，江原道に道人民委員会が創設さ

れ始めた 。これらの委員会は，その成立当

初からソ連軍と協調関係にあり，日本の統治機

構の権限を接収して治安維持や行政を行うよう

になったが ，各道の人民委員会を統轄する

中央行政機関はまだ設置されていなかった。こ

の問題は，江原道を除く五道の人民委員会代表

が集まって10月８日に開かれた北朝鮮五道人

民委員会連合会議で議論され，11月19日には，

解放後の半島北半部で中央行政的な機能を持っ

た初の機関である行政10局が組織された。こ

の行政10局は，産業局，農林局，通信局など，

行政部門別に分かれており，各局はソ連軍に直

属していた 。

その後1946年２月８日に，朝鮮半島北半部

の「最高行政主権機関」として，北朝鮮臨時人

民委員会が結成された。行政10局の機能はソ

連軍から同委員会に移管され，委員長には金日

成が就任した。この北朝鮮臨時人民委員会が，

後の朝鮮民主主義人民共和国における国家機構

の母体となり，国家建設に向けた一連の措置を

進めていったのである。

党組織の整備も同時に進められた。1945年

10月，ソウルに本部があった朝鮮共産党の分

局という形で，朝鮮共産党北部朝鮮分局が新た

に組織され ，12月になって金日成が分局長

である責任秘書に就任した。先述したとおり，

金日成は北朝鮮臨時人民委員会の委員長でもあ

り，北部朝鮮分局第４次拡大執行委員会では，

同委員会を「党の指導する政権」と位置づけて

いた。ここには，党が国家機構を掌握するソ連

型の政治体制への志向が見られる 。

米ソ冷戦を背景に南北の分断が固定化してい

くにつれて，共産主義勢力は半島北半部を中心

に権力を確立していった。この動きの中心にい

たのは金日成であり ，朝鮮共産党北部朝鮮

分局は，北朝鮮共産党に名称を変更した後，北

朝鮮新民党と合党（この時点で北朝鮮労働党と改

称）することで規模をさらに拡大した。1948

年９月９日の朝鮮民主主義人民共和国樹立時，

支配政党である北朝鮮労働党は，全人口の約８

パーセントを占める80万人に及ぶ党員を抱え

ていた 。

このように国家機構と党組織が形成される過

程と並行して，私営企業の国有化も精力的に進

められ，国有企業を運営するための企業管理体

5

1940-1950年代における朝鮮民主主義人民共和国の企業経営システム



系が導入された。これこそが，本稿の主題であ

る唯一管理制に他ならない。唯一管理制は，建

国以来初めて公式に導入された企業管理体系で

あり，支配人と呼ばれる企業の管理者に，企業

運営に関する全ての権限を集中させることがそ

の基本理念であった。

徐東晩は，「唯一管理制」という用語が公式

文献に最初に登場したのは，1948年12月号の

『勤労者』に掲載された「独立採算制問題と唯

一管理制」と題する論文であり，その後，主に

『勤労者』誌上での議論を経た上で，1949年11

月19日に行われた金日成の演説において，正

式な企業管理体系としての地位を獲得したと述

べている［徐東晩 1995，172-189］。だが実際に

は，1948年４月10日付けの『労働新聞』に

「工場支配人と唯一管理制」という題名の記事

が掲載されており，また同月18日付けの『労

働新聞』にも「唯一管理制を厳格に実行しよ

う」という題の社説があるので，徐東晩の指摘

は必ずしも正しくはない。むしろ，北朝鮮臨時

人民委員会が1946年11月30日に公布した

「国営企業場管理令」において，すでに企業の

支配人が持つ権限が具体的に規定されていたか

ら，実質的には解放直後の建国期から唯一管理

制を実施するための制度的な措置がとられてい

たというのが歴史的事実であろう 。

唯一管理制が導入される以前には，国有企業

の多くは工場委員会によって自主管理されてい

た。解放直後の半島北半部における工業企業は，

その多くが日本人所有企業となっていたので，

日本の敗戦後にそれら企業の所有権を奪取する

形で，現地の朝鮮人労働者による自主管理運動

が生まれたのである。1945年８月15日の解放

後に進駐してきたソ連軍および朝鮮人共産主義

者は，半島北半部で自然発生的に生まれた自主

管理運動と歩調を合わせつつ，日本人および対

日協力者の企業の接収に取りかかった。カン・

チョルブによれば，1945年８月にはすでに，

黄海製鉄所，文坪精錬所，興南人民工場，順川

化学工場などの主要な工場，企業の多くで工場

委員会が組織され，労働者による自発的な企業

接収の動きが広範な規模で展開されていた［カ

ン・チョルブ 1985，37-40］。こうした動きは日

本人側の証言によっても裏付けられており，日

本鉱業が経営する遠北鉱山の場合は，８月17

日に朝鮮人代表が来て接収を談判し，同日中に

日本人従業員は全員引き揚げた［森田・長田

1980，517］。また，黄海道の海州や平安北道の

江界では，終戦直後の混乱状態の中で，工場や

企業が朝鮮人によって次々と接収あるいは占領

されたという［森田・長田 1980，13，176］ 。

こうした過程の中で，自然発生的に始まった

工場自主管理運動は，本格的な産業国有化の流

れに組み込まれた。接収された日本人所有企業

は，当初こそ各道の人民委員会の管轄下に置か

れたが ，行政10局が組織されるのに伴い，

基本的にその中の産業局によって管理されるこ

ととなった。1945年12月８日には，ソ連軍司

令部の命令による「産業局臨時措置施政要綱」

が公布され，接収された企業の中で国有化され

たものは，その運営活動のかなりの部分につい

て産業局の許可を受けることが必要になった。

さらに，産業局を含む行政10局の機能が北朝

鮮臨時人民委員会に引き継がれてからは，重要

産業の国有化や国営企業場管理令の公布といっ

た，ソ連型の社会主義計画経済体制を構築する

上での重要な措置が同委員会によって実施され

た。
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以上の企業国有化政策の背景に，ソ連をモデ

ルとした社会主義国家を建設しようとする朝鮮

人共産主義者の意図があったことはもちろんで

あるが，その他の重要な要因として，当時の半

島北半部における企業運営の混乱という当時の

実情も指摘しておきたい。まず挙げられるのが

人的資源の不足という問題である。解放後の朝

鮮半島において専門的な技術者は非常に少数

だったため，接収した企業を運営する上でソ連

の技術者や残留日本人による技術的協力は不可

欠だった［国立出版社 1958，71；森田・長田

1980，470-479］。また，疎かな原価計算や経営

努力の欠如といった，一部企業の無責任な経営

姿勢も当時の企業運営に混乱をもたらす要因と

して作用したが［金燦 1948，84］，こうした問

題の背景にも専門的知識を持った経営者の不足

という現実があった 。さらに，労働者の定

着率の低さや労働規律の弛緩といった生産現場

における混乱も重要な問題だった 。このよ

うに専門的な技術者・経済管理職員の育成，労

働規律の強化，賃金制の確立，労働条件の整備

などの対策を立てることが至急の課題だった

［ホ・ヨンイク 1987，15-16；徐國源 1948；石一

1948；キム・リョス 1948］。自然発生的な工場

自主管理運動による企業運営には当初から限界

があり，これらの問題について適切に対処する

ためにも，集権的な経済管理システムが必要と

されたのである 。先述した「産業局臨時措

置施政要項」には，国有企業の運営方針や管理

者選定，資金と資材の調達といった業務に関し

て産業局の許可を得ることや，国有企業の技術

指導や経理監査，労務調整などについて産業局

が監察することが規定されており，中央集権的

な指導が重要視されていたことがうかがえる

［大陸研究所 1990b，154］。

行政10局の機能を引き継いだ北朝鮮臨時人

民委員会は，1946年８月10日に「北朝鮮臨時

人民委員会の産業・交通・運輸・通信・銀行等

の国有化に関する法令」を公布し，重要産業の

国有化をさらに進めた。表１を見ると，1946

年末時点で，すでに工業総生産額の72.4パー

セントが国有部門によるものであり，1949年

には90パーセントを越えている。ここから，

工業部門における国有化は，1940年代後半に

大幅に進展したことが分かる。ただし，経済全

体に占める工業部門の比重はまだそれほど高く

表１ 工業総生産額の経済形態別構成 (％)

1946年 1949年 1953年 1956年 1958年 1959年 1960年

工業総計 100 100 100 100 100 100 100

社会主義経済形態 72.4 90.7 96.1 98 99.9 100 100

社会主義経済形態

（国営部門）
72.4 85.5 86.2 89.9 87.7 89.5 89.7

社会主義経済形態

（協同部門）
0 5.2 9.9 8.1 12.2 10.5 10.3

小商品経済形態 4.4 1.5 1 0.7 0.1 0 0

資本主義形態 23.2 7.8 2.9 1.3 0 0 0

(出所）『1946-1960朝鮮民主主義人民共和国人民経済発展統計集』。

(注）原文から翻訳する際に，一部表現を変更した。
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はなかったし ，他部門においては私営企業

も一定程度残っていた。

このような流れの中で，唯一管理制は個々の

企業を運営するための管理体系として要求され

た 。工業部門の重要産業が着々と国有化さ

れる中，国有企業を管理するための規定として，

先述した「国営企業場管理令」が公布されたの

である 。同令の第２条には，産業局長の指

示する生産量を遂行する「企業場責任者」の義

務が規定されている［大陸研究所 1990b，160］

（なお，後に「企業場」は「企業所」に，「企業場

責任者」は支配人に呼びかえられた）。従来この

産業局は，北朝鮮臨時人民委員会と，それを

1947年２月に引き継いだ北朝鮮人民委員会の

一機関だったが，1948年に朝鮮民主主義人民

共和国が樹立されるのと同時に内閣の産業省へ

と格上げされた。詳細は次節で改めて述べるが，

産業省の中には機械工業局や石炭工業局などの

生産部門別管理局があり，省－管理局－企業と

いうラインで工業企業を管理する体系が整備さ

れた。また，同委員会の一機関として設置され

ていた企画局も，政権樹立と同時に国家計画委

員会へと昇格した。国有企業は国家計画委員会

の作成した計画に従って生産活動を行うことに

なっており，産業省と国家計画委員会を中心に，

中央行政機関が企業を管理するシステムが，国

家の樹立とともに整った［『朝鮮中央年鑑（1950

年）』1998年刊行，6-8］。

唯一管理制の制度的内容

前節で見たように，重要産業が国有化され，

国有企業を管理するための産業省と経済計画を

作成する国家計画委員会が中央行政機関として

成立したことで，ソ連をモデルとした社会主義

計画経済システムを運営するための基本的な体

制が整った。唯一管理制は，こうした経済シス

テムの下で，個々の企業を管理するための企業

管理体系として導入されたのであり，強力な権

限を付与された支配人を中心として企業を運営

することが，この制度の狙いであった。だがそ

のことは，支配人が企業の運営における全ての

決定権を握っていたことを意味しない。ソ連と

同じく朝鮮民主主義人民共和国においても，企

業は党と国家からの統制を受けていたのであり，

企業は国家の一生産単位として，上級機関から

企業経営に関する事細かな指令とサポートを受

けた。

本節では，唯一管理制の制度的特徴を明らか

にするため，国家機構内での国有企業の位置づ

けと企業内の組織構造を分析する。

１．上級国家機関による企業の管理

ソ連政府は５カ年計画の初期から国有企業を

「国有工業の基本的な環」と位置づけ，経済計

画に基づいて与えられた課題を遂行するよう，

上級国家機関によって管理していた［Granick
 

1954，21-24］。ここで「国有工業の基本的な

環」とは，社会主義計画経済の内部で相対的な

自立性を持って生産を行う基本的経営単位を意

味しているが，朝鮮民主主義人民共和国でも同

様の定義が踏襲されていた。すなわち，同国に

おける国有企業とは「国営工業管理の基本的な

環」として，計画に基づいて活動する生産－経

済単位であり［ムン・ジョンソク 1955，65］，国

有企業を管理する国家機構が大きな権限を持っ

ていたのである。

前節で述べたように，同国が国家として樹立
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されるのと同時に，産業局は産業省に格上げさ

れ，その下には産業部門別の管理局が設置され

た。建国当初の経済関連省は産業省のみであっ

たが，1950年代の中盤になると，工業の急成

長に対応する形で産業部門別の経済関連省庁に

分かれ，並行して省の傘下組織である管理局の

数も増大した［中川 2004］。国有企業はこの管

理局の下におかれ，省－管理局－企業というラ

イン上で行政的指導が行われていたのである。

この重層的な指揮・命令系統の下で，省は国

家主権の部分的執行機関であり，傘下の管理

局・企業に対する全般的な行政的指導を担当す

ると位置づけられた。省の主な役割には，人民

経済計画の草案作成や，傘下企業の設立・分立

および併合の決定に始まり，傘下企業の決算お

よび予算書の承認を行い，幹部の養成，選抜，

配置および異動などまでが含まれている。また，

該当部門の教育施設，科学研究機関，設計機関

の管理も行い，同じく個別の企業を管理する下

部組織である管理局の事業も指導した。さらに，

省の最高責任者は「相」（サン）と呼ばれ，法

律に立脚して管轄部門の一切の事業を指導した。

具体的には，法規・内閣決定に基づき，あるい

はその執行のために，自らの権限内で命令およ

び指示を出し，その執行を検閲することが相の

任務であり，自身の傘下に所属する管理局や企

業の経営指導者と技術者の任命権限も掌握して

いた［ムン・ジョンソク 1955，60-66］。これら

のことから，個々の企業における経営方針の決

定権や，生産計画の承認，企業内の重要な人事

権といった，経営活動の戦略的局面に関する権

限のほとんどが，省（およびその最高責任者であ

る「相」）に集中していたことがわかる。

ただし，企業に対するより直接的な管理は，

生産部門別の管理局が担当したと考えるのが妥

当である。管理局とは，省の傘下に組織された

独立採算制機関であり，その運用経費は傘下企

業の生産原価に含まれた「負担金」によって充

当すると規定されていた 。管理局は割り当

てられた部門別の流通資金保有基準額の限度内

で，傘下企業に資金を配当し，経済計画に沿っ

て傘下企業のための原料，資材の供給および生

産物の販売に関する総合契約を締結した。また，

管理局は自らの公印を持つ権利を保有しており，

管理局長は必要な全ての公文書を自らの名義で

出すことができた。こうして出された管理局の

決定と指示は，法律の規定あるいは省の命令や

方針に抵触しない限り，傘下企業にとって義務

的な性格を持った［ムン・ジョンソク 1955，63-

64；『労働新聞』1948年４月18日］。省が承認し

た企業の経営活動の具体的な側面を管理するの

が管理局の任務であり，このような形で省およ

び管理局の支配下に置かれた企業は，まさに国

家の生産細胞であった。

ノーヴはソ連の国家機構について，「政府の

閣僚や党の高級官僚の機能の多くはいわば上級

レベルの管理の一形態であり，しかも，それら

はいくつかの点で西側の大企業の経営幹部のそ

れに似かよっている」と述べているが［ノーヴ

1986，87］，彼の指摘は1950年代の朝鮮民主主

義人民共和国についても正に当てはまる。省の

権限や機能は，資本主義国の大企業における取

締役会や株主総会など，企業の重要な決定事項

や全体的な経営方針を決定する機関と共通する

点があり，管理局の機能は，企業の生産活動に

必要な機能の一部を代行するという点で，生産

現場をサポートするスタッフ部門の性格に近い。

省－管理局－企業というラインに沿って企業を
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管理する上で必要な組織構造が，唯一管理制を

実施していた頃にすでに整備されていたと言え

る。

２．唯一管理制下の企業内組織構造

次に問題となるのは，唯一管理制に基づいた

企業の経営管理の具体的な中身である。その管

理組織と命令系統を把握するためには，何より

もまず，「国営企業場管理令」に立ち返る必要

がある。繰り返しになるが，同令は唯一管理制

の制度的起源とも見なせる決定であり，支配人

が持つ権限と責任について具体的な規定を定め

ている。

同管理令の第１条から第７条の規定によれば，

支配人は産業局長が指示する生産責任量を完遂

する責任を持ち，企業内の部下を指揮・監督す

ることが役割であった。支配人は産業局長の承

認を得た上で，企業の職制制定，職員の定員お

よび配置，毎年度の運営方針と事業計画および

予算書の作成，企業の拡張などの事柄を実施す

ることができた。ただし，課長級以上の任免に

対しては産業局長がこれを行い，また所定の監

督機関の指示なしに，生産品，資材，その他財

産を処分することはできないとも規定されてい

た。このようにいくつかの制限があるとはいえ，

同管理令には，計画・予算書の作成や職員の監

督権などが支配人の権限として明記されており，

企業が省・管理局の管理下にあったとしても，

その企業全体の経営活動において重要な役割を

担わされていたことが分かる。

「国営企業場管理令」に定められた支配人の

権限に関する規定に，その後も大きな変更がな

かったことは，公式文献に表れた唯一管理制に

関する記述からも裏付けられる。例えば，1948

年４月10日の『労働新聞』に掲載された，文

坪製錬所の支配人であるチョ・ソッリプの投書

には，生産計画の具体的な作成とその実行，原

料・資材の調達，生産品の質向上およびコスト

低下などの生産に関する一切の問題を研究・実

行することが支配人の役割だとの記述がある。

また，同月18日の『労働新聞』に掲載された

「唯一管理制を厳格に実施しよう」という題名

の社説には，支配人は企業の法的な責任者とし

て，計画を実行することについて国家と人民の

前に責任を負い，上級機関は支配人に対し，企

業の運営管理，労働者および事務員の任命，各

種契約締結および生産計画樹立などに関する一

切の権限を付与すると明記されている。「国営

企業場管理令」の規定と完全に一致した表現で

はないものの，これらの史料は，企業運営に関

する権限の主要な部分が支配人に属していたと

いう事実を強く示唆している。

さらに朝鮮戦争後，1954年３月21日に労働

党中央委員会全員会議の席上で金日成が行った

報告の中にも，企業支配人の役割と権限に関す

る言及が見られる。同報告によれば，支配人は

党と国家の意向に沿って国家財産を管理するこ

とが任務であり，また生産および建設計画の実

行を指導・組織する。それだけでなく，総責任

者として生産・経理技術を理解して企業の全て

の状況に精通し，正しい計画を立て，企業の各

部署・幹部へ（仕事を）分担した上で，その実

行を指導・検閲することも支配人の任務である。

党団体と勤労者団体に依拠して全労働者の愛国

心を動員し，生産を効果的に行うことも，彼ら

の役割とされている［『金日成著作集⑻』1980年

刊行，302-304］。この内容は，「国営企業場管理

令」に記された内容と基本的に齟齬がなかった。
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上記のように，唯一管理制下の企業において

は，その活動に関する権限の多くが支配人に集

中していたことがうかがえるが，支配人の下に

位置する企業内組織はどのような構造を持って

いたのだろうか。

図１は，唯一管理制の実施期における国有企

業内部の管理組織を図式化したものである。図

２に掲載したソ連の国有企業の組織図と比較す

れば分かるように，基本的な構造は同一であり，

ソ連をモデルとした企業管理体系が採用されて

いたことがうかがえる。

ムン・ジョンソクによれば，この組織構造に

おいて，企業内の活動を統括的に管理するのは

支配人だが，実務的な指導は，支配人を補佐す

る技師長や副支配人，簿記長が分担して行って

いた［ムン・ジョンソク 1955，66-67］。技師長

は，当該企業が所属する省の相によって任命さ

れる支配人の「第一代理人」であり，生産技術

活動に関して支配人と共同で責任を持ち，技術

部および生産指令部が技師長に直属していた。

次に副支配人は，行政管理事業に関して支配人

を補佐するのが役割で，労働供給部，業務部な

どを直属部門として管理しており，残る簿記長

は簿記室の責任者として支配人に直属し，共同

図１ 唯一管理制下の企業内組織図

(出所)ムン・ジョンソク（1955）より筆者作成。

(注) 線は支配人に対する直属関係を示し， 線は経営幹部に対する直属関係を示す。

(出所)西村（1986，158）。

図２ ソ連の企業内組織図
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で企業の財政－簿記的活動に責任を負っていた。

なお，支配人に直属する部署には，計画部，労

力賃金部，簿記室，幹部部，検査部，建設部な

どの重要な部署が含まれていた。

企業内に配置されたこれらの部署の役割をム

ン・ジョンソクは詳しく論じていないが，他の

論文の記述から，いくつかの部署に関してはそ

れが果たした機能をうかがい知ることができる。

例えば，支配人に直属する計画部は，月別計画

の作成や生産品種の確定，企業全体の一般管理

費の計画作成といった具体的な計画業務を担当

していた ［リ・ドジェ 1957］。同じく支配人

（および簿記長）に直属していた簿記室は，企業

の経営活動の全体部門にかけて必要な財政的計

画を立て，その執行を指導・検閲するために，

企業内の各部署と連携した上で経理業務を行い，

必要に応じて他部署に資料の提出を求めること

ができた。また，労力賃金部は，賃金の計算や

労働者の作業指示票の記録・管理など，労働評

価や報酬に関する業務を担当したと見られ

る 。さらに，副支配人に直属する業務部は，

生産機資材の調達・供給とその保管，生産され

た製品の販売事業とその管理を担当することが

基本的任務だった［リ・ソンヨン 1955］。

このように部分的ではあるものの，支配人や

副支配人といった経営幹部に直属する部署の業

務内容から，それが企業運営における専門的な

管理職能を担当していたことが分かる。また，

唯一管理制下の企業内には，これらの部署とは

別に，支配人と技師長に直属する形での生産職

場も存在していた。生産職場は企業内の基本的

生産単位として規定されており，各職場の職場

長は支配人と技師長に直属していた［ムン・

ジョンソク 1955］。つまり唯一管理制下におけ

る企業は，支配人と技師長に直属するライン上

に生産職場が配置され，また支配人をはじめと

した管理者層に直属する形で，企業経営に関す

る各種の専門部署が置かれた，いわゆるライ

ン＆スタッフ型の経営組織を採用していたと言

えるのである。この組織の特徴は，命令系統の

ラインに沿って配置された企業内の各管理者に

過度な負担や能力が要求されないようにするた

め，補助機関としてのスタッフ部門を併設した

点にある。企業内の指揮系統はライン上に一本

化されているが，そのラインに沿って命令を下

す管理者に要求される職能の一部を，各スタッ

フ部門が担当している。スタッフ部門は，ライ

ン上に配置された管理者に対し，自らが担当す

る職能に関して助言することで，彼らの管理能

力を補強するのであり，ライン上の命令系統に

は関わらないのがこの組織の原則である［藻利

1965，468-477］。

こうした組織構造は，ライン上の生産職場内

における管理系統にも見られる。生産職場内に

おいては，職場－職区－作業班という形で指揮

系統が整備されており，それぞれの単位を管理

する役職として，職場長・職工長・作業班長が

存在した。職場長は当該職場内における最高責

任者であり，設備・資材・完成品などの物資の

保管と管理，委任された計画課題の実行および

計画の作成，計画実行状況の把握と指導，先進

技術の導入，職場内における規律強化といった

多様な役割を果たした。また職場内には，測量，

統計，工程といった個別の管理事業を担当する

職員がおり，職場長を補佐していた。職工長や

作業班長もそれぞれが担当する生産単位の管理

者であり，先述した企業全体の組織構造のミニ

チュア版のような管理体系が，職場内には入れ

12



子型に整備されていたと言える ［ムン・ジョ

ンソク 1955，67-69］。

以上の事実関係を整理するなら，唯一管理制

下の企業内組織は，複数の経営幹部の管理の下，

生産ライン上で必要となる職能をスタッフ部門

に集中させたライン＆スタッフ型の構造を持っ

ていたと言える。このことは，朝鮮民主主義人

民共和国が工業企業の管理形態として，テイ

ラーの提唱に端を発する近代的な経営組織を導

入していたことを意味している。それはソ連の

企業長単独責任制をモデルにしたことの結果で

もある 。生産現場の管理において必要とさ

れる多様な管理職能の実践を管理者の万能性に

頼らず，部分職能に分解して複数の人間に担当

させることを提唱したテイラーのファンクショ

ナル組織は，近代的な大規模企業を管理運営す

るための古典的原理であり，その考えを引き継

ぎ，発展させる形でエマーソンが提唱したライ

ン＆スタッフ組織は，現代における資本主義国

の企業にも見られる組織形態である［小松

2003，44-50］。もちろん国家の管理下に置かれ

た社会主義国の企業と資本主義国のそれは一様

に比較できるものではないが，少なくとも企業

内部の組織編成においては，当時の近代的な経

営管理法が導入されていたと言える。

３．企業における党団体の存在

ソ連をモデルとした社会主義国の企業の特徴

の一つとして，党が企業の運営に大きな影響力

を発揮していたことが挙げられるが，朝鮮民主

主義人民共和国においてもそれは同様だった。

前節で見たように，同国では国家体制の整備と

並行して党が勢力を拡大し，国家機構の中に党

団体を配置し，政策決定に絶大な影響を及ぼし

たと考えられている 。国有企業もその例外

ではなく，その内部に置かれた党団体が及ぼす

影響力は，多くの論文によって言及されている。

それらによれば，唯一管理制下にある企業で，

行政機関と党機関の区別は厳格に守られるべき

であり，党機関や労働者団体である職業同盟が

行政機関の事業を代行することはできないが，

政治事業と経済事業の正しい結合という原則の

下，政治機関である党団体は，企業の生産活動

に対する党的な統制を行う必要があるという

［カン・シン 1954；ムン・ジョンソク 1955；リ・

イルギョン 1955］。換言すれば，支配人を最高

責任者とする国有企業において，企業の管理運

営を直接担当するというフォーマルな形ではな

くとも，党の指導が認められていたということ

である。

企業内に設置された党団体は，当該企業に所

属する企業の規模に応じて，この性格づけが異

なっていた。すなわち，党員および党員候補が

100人以上いる企業の初級党団体は，市・群党

委員会あるいは該当政治部の批准を受けた上で，

団体内に職場部門別の党団体を組織することが

できたのに対し ，党員および党員候補が

300人以上存在する大規模な企業では，党中央

委員会の批准を受けた上で初級党委員会が組織

された 。初級党委員会は企業内に存在する

党団体の事業を指導し，このような企業内の職

場部門別に組織された党団体は初級党団体と同

等の権限を持っていた［1956年朝鮮労働党規約

第54条，第55条］。

これら企業内党団体は，国家生産計画の完遂，

増産競争運動の展開，先進技術の普及，労働規

律の強化などを任務とし［1956年朝鮮労働党規

約第56条］，基本的には上部機関にあたる郡
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党・市党の指導の下で活動していたと考えられ

ている 。企業の支配人や副支配人といった

経営幹部も党員であり，従って，党団体は企業

運営にかなりの権限を行使できたのである 。

このような党と国家の二重権力体制は，ソ連や

他の社会主義国においても，しばしば企業経営

に混乱をもたらしたといわれているが，それは

朝鮮民主主義人民共和国においても同様であり，

1950年代の『労働新聞』は，工場内の初級党

団体が企業運営に過度な介入を行った事例を数

多く掲載している。この問題については次節で

改めて検討する。

生産活動に民主主義を実現するという名目の

下，労働者も各種協議を通じて企業の管理運営

に参加することができた。こうした企業の意思

決定プロセスへの労働者の参加は，集団的な協

議制を通じて指導者の経験と労働者の経験を結

びつけることでのみ，唯一管理制はその威力を

発揮できるという説明によって理論的に裏付け

られていた ［『民主朝鮮』1955年５月21日；

ムン・ジョンソク 1955］。協議会にはいくつか

種類があったが，公式文献では，行政技術協議

会と生産協議会という２種類の組織がしばしば

取り上げられている。行政技術協議会は，基本

的には企業幹部と各部署の責任者によって委員

が構成され，場合によっては模範労働者も参加

した上で，計画課題の遂行に必要な問題を討議

する常設会議である［チェ・ソッポム 1957］。

これに対して生産協議会は，職業同盟によって

組織・指導される会議であり，労働者の創造的

な提案を生産活動に反映させること，また労働

者を競争運動に動員することが主な目的だった

［『労働新聞』1955年５月22日；ムン・ドゥジェ

1955］。少数の模範労働者を参加させた上で，

企業の運営に関する問題を協議するのが行政技

術協議会であるとするなら，生産協議会はより

広範な労働者を参加させた上で，企業全体で情

報を共有するための協議だったと言える。もっ

とも，こうした協議を通じて，実際に労働者が

企業の管理運営に対して大きな影響力を発揮し

得たかどうかは非常に疑わしい。生産協議会も

行政技術協議会も，実質的には党の指導下にあ

り，党団体が企業の運営に影響を及ぼす手段と

して利用されるケースがほとんどだったと思わ

れるからである 。

以上の考察結果から，唯一管理制の制度的特

徴を，次の３点に要約することができる。第１

に，前節で述べたとおり，朝鮮民主主義人民共

和国はソ連をモデルとして自国の経済システム

を整備した。ソ連がそうであったように，企業

の支配人は行政機構内部の上級機関である省の

責任者によって任命され，省の傘下組織である

管理局から指導を受けた。企業の経営における

重要な意思決定権は，この省および管理局が保

持しており，その意味では，ノーヴが指摘する

ような，国家機構自体が一つの株式会社だとい

うソ連の状況が当てはまっていた。

第２に，支配人が企業の経営における全ての

権限を握っていなかったとはいえ，その内部の

管理運営においては中心的な役割を果たしてい

たのであり，強力な権限を行使して企業内部の

生産活動の管理運営に当たったのは間違いない。

先述の通り，支配人の活動を補佐するための生

産幹部や部署も整備され，ライン＆スタッフ組

織と呼ばれる近代的な経営組織が編成されてい

た。これは，ソ連の企業長単独責任制をモデル

として唯一管理制を導入したことに伴う結果だ

と見られる。
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第３に，社会主義国における企業の特徴であ

る党との関係について言えば，企業内の党団体

は，ソ連と同様にフォーマルな管理系統に組み

込まれていなかった。無論そのことは，企業の

管理において党の意向が反映されなかったこと

を意味しない。すでにこの頃からソ連型の政治

体制が機能しており，党は公的なチャネルがな

くとも，インフォーマルな形で影響力を行使す

ることができたと見られる。企業の運営に大き

く関わるこの点については，次節で改めて検討

する。

唯一管理制下における

企業運営の実態

前節では，唯一管理制の制度的内容について，

それがライン＆スタッフ組織に基づく一定の合

理性を備えた経営組織の導入を目指すものであ

ることを示した。だが，合理的な経営組織を採

用したからといって，実際の合理的な企業管理

が保証されたわけではない。

ライン＆スタッフ組織は，企業の最高責任者

を頂点に，各階層における管理者を経由する形

で，企業内の全従業員が一本のラインによる命

令系統の下で管理されるライン組織を基本にし

ている。スタッフ組織の基本的特徴は，各階層

の管理者に共通して要求される専門的な部分職

能を担当する補助機関であり，ライン上の管理

者に過度な管理能力が要求される事態を防ぐこ

とで，企業運営を円滑に行うことにある。この

ような形態の組織が効果的に機能するためには，

ライン上の命令系統に沿って，末端の労働者に

的確に指示が届くことに加え，スタッフ部門の

権限と役割を明確に規定することが必要である。

だが，朝鮮民主主義人民共和国の国有企業では

こうしたシステムが十分に機能せず，企業運営

に数々の問題が発生した。本節では，唯一管理

制が実施されていた時期における企業運営の実

態を，当時の公式報道の分析を通じて検証する。

１．ライン＆スタッフ組織の混乱

システムの機能に生じた問題として，まずラ

イン上の命令系統に生じた混乱に関する事例を

取り上げる。典型的なものが，咸鏡北道第一建

設トラストのケースである 。1955年５月

21日付け『労働新聞』によれば，このトラス

トの支配人であるハン・テヨンは会寧郡人民委

員会瓦工事の指導において，技師長のパク・チ

ンギュが現地を具体的に調査し，郡人民委員の

職員と協議した上で指示した工事方式を，慎重

に検討もしないまま気分のままに中断させ生産

に混乱をもたらした。これはライン上の命令系

統に支配人が強引な形で干渉した例だが，同様

の事例は他にも見られる。事実，1955年６月

16日付けの『労働新聞』の社説では，一部の

工場の指導幹部が現場を指導するという名目で

職場長を押しのけ，作業班の個別労働者に命令

を下したため，生産活動に混乱が生じていると

批判された。社説に挙げられた具体例によれば，

古茂山セメント工場の前支配人であるチャ・ス

ンチョルが職場長の作業を代行し，初歩的な生

産秩序と交代事業まで職場長の統制外で行った

結果，業務に支障を来したという。また，ライ

ン上の指示系統自体が不完全な場合もあった。

1954年12月２日付け『労働新聞』は，鶴浦炭

鉱の坑内に長壁面を管理する専門的な指導員が

おらず，工程間・各作業班間に正確な責任の範

囲が提示されていないことから，作業秩序と技
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術的な規律が混乱していると報じており，ライ

ン上の指示系統に不備があったことが分かる。

以上の新聞報道に見られるように，ライン上

の命令系統に沿って企業を運営する際には，し

ばしば問題が発生したようであるが，このよう

な指示系統の混乱は他の形でも現れた。基本的

に，ライン＆スタッフ型の経営組織において，

専門的な管理職能を担当するスタッフ組織は，

ライン上の各階層の管理者が担当するべき職能

を補助する助言機関であり，直接的な命令を出

す存在ではないとされている。だが，元々ライ

ン上の管理者に必要とされる職能をスタッフ組

織が担当するという役割分担の性格上，この助

言機関という区分けが，組織の中で厳密に守ら

れることが困難であり，スタッフ部門とライン

上の管理者の間で互いの権限や責任の所在を巡

る混乱が発生しやすいことが，この経営組織に

内在する欠点として指摘されている［藻利

1965，476］。唯一管理制下の企業においても，

このような欠点に由来する指示系統の混乱が存

在した。

その典型的な例が，1955年６月５日付け

『労働新聞』が報じた，甲山鉱山基本建設事業

所のケースである。同事業所の労働者であるキ

ム・スンギュとリ・ビョンウムは，事業所内の

秩序が混乱している原因の一つとして，技師長

と土建部長の指示が互いに食い違うことがある

と証言しているが，これは同事業所のスタッフ

部門と推測される土建部と，ライン上の生産職

場を指揮する技師長との間に，指示系統を巡る

混乱が発生していたことを暗示している。また，

1956年２月12日付けの同紙は，平南灌漑建設

トラスト第二事業所の機械組立班がボイラー設

置作業に取り組んだ際，技師長，機械部長，現

場指導員が互いに相反する命令を下した結果，

工事に２日間の遅れが生じたと報じているが，

これもスタッフ部門の権限とライン上の管理者

の権限が明確に区分されていなかった事例であ

る。さらにリ・シヒョンは，機械工場での設備

利用率を向上させるための技術管理上の改善点

や問題に対し，大多数の工場ではそれらの事業

を技能工たちの経験にのみ一任しており，先進

技術工程を導入し，面積を合理的に使用して補

助設備の利用率を向上させるなどの措置が十分

にとられていないと指摘している［リ・シヒョ

ン 1957］。技能工の経験に一任するという指摘

が具体的に何を意味するのかは不明だが，当時

の国有企業の内部では，この類の技術的な問題

を担当するべきスタッフ部門とライン上の管理

組織の間に，役割の分担を巡る混乱があったと

思われる。

スタッフ部門とライン上の管理者の間だけで

はなく，スタッフ部門間での役割分担に混乱が

生じるケースもあった。阿吾地化学工場で働く

チョン・ソンジェの投書には，工場で部署間の

有機的連携が欠如しており，企業管理に秩序と

制度がないことの実例として，図面を下達する

際の規則を挙げている。原則として，計画部は

依頼先から作業書と図面を提出された場合，ま

ず技術部に回して原単位を決定し ，次に設

計部に回して図面の正確性を検討した上で改め

て計画部に戻し，そこから現場の課題として下

達するべきなのに，興南から来た35馬力の減

速機ペダルカバーの図面を技術部まで回したも

のの，設計部に送らずに直接現場に下達したた

め，不良品を出すことになったという［『労働

新聞』1956年６月22日］。

さらに深刻な問題として，企業内の専門的な

16



職能を担当するはずのスタッフ部門が存在しな

かったり，機能不全に陥っていたケースもあっ

た。江西電機工場支配人のチェ・スイルによれ

ば，自らが指揮する工場の生産指令部に管理能

力を持った職員が十分に配備されていなかった

ため，生産工程を把握することができなかった

［チェ・スイル 1955］。また，北中機械工場と楽

元機械工場では，「技術部署では生産物を直接

つくるわけではない」という見解の下で，技術

部署には人材を少なく配置し，その少ない人員

さえも生産活動の予備的な労働力として扱って

おり，結果，技術部署としての役割が実質的に

果たされていなかったという［ハン・ギョン

1956］。

スタッフ部門自体が存在しなかったのが，順

川石灰窒素肥料工場である。同工場では工務動

力部がなかったために，設備の修繕・管理を生

産技術部に担当させたが，それは生産量を高め

るために設備の最大限の利用を追求するべき部

署と，設備の酷使を防止して正常な状態を維持

する部署の権限を混同することを意味していた。

生産技術部の職員が設備の補修に関して無自覚

だったことが，1955年四半分期の機械事故件

数が11件に達した原因の一つだったと1956年

３月21日付けの『民主朝鮮』は報じている。

上記のような事例がどこまでの広がりを見せ，

どれほど深刻であったのかを実証することは非

常に困難であるが，当時の国家指導者の発言か

らその問題の重大さを推測することは可能であ

る。例えば金日成は，1953年８月10日の内閣

協議会で，企業内の各部署と職員達の事業分担

と責任を明確にし，事業の体系を整備すべきだ

と述べている［『金日成全集 』1997年刊行，

72］。また，当時金属工業相を務めていたカ

ン・ヨンチャンは，1956年度における金属工

業部門の計画課題を述べる中で，企業支配人と

技師長をはじめとした行政－技術指導職員たち

が，制度と規律を確立する事業に日常的で責任

的な指導と統制を行うことによって，労働規律

や生産秩序の違反をなくすことができると指摘

している［『労働新聞』1956年１月９日］。彼ら

国家指導者の指摘は，裏を返せば，企業運営に

存在した混乱が一部の企業のものではなかった

ことを強く示唆している。

なお，このような問題が生じた背景として，

労働力および管理人材の不足という問題も指摘

しておく必要がある。金日成は1954年３月の

演説で，朝鮮戦争による人的被害に加え，企業

の管理を担当する幹部配置事業が合理的に行わ

れなかったため，企業内部の管理者および専門

的な技術者の数が必要な水準に満たなかったこ

とが工場管理の混乱につながったと述べてい

る ［『金日成著作集⑻』1980年刊行，306-

307］。この指摘は，解放後の建国期から朝鮮民

主主義人民共和国を悩ませていた人的資源の不

足という問題が，1950年代になっても継続し

ていたことを示している。朝鮮戦争の結果，同

国の人口は約12パーセント減少したと見られ

ており，膨大な人的被害が戦後の経済復興にお

ける足枷となったことは梁文秀も指摘している

［梁文秀 2000，121］。こうした問題も，唯一管

理制を実施する際に生じた数々の障害の要因と

して作用したと思われる。

２．党団体による企業運営への介入

唯一管理制下にある企業の運営に混乱をもた

らした要因として，党団体の存在も指摘する必

要がある。前節で触れたように，党による行政
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代行は表面的には禁止されていた。企業内の党

団体は，政治的指導を通じて生産活動を党的に

統制すべきであり，党的統制とは，本来，増産

競争運動や思想啓蒙活動を通じて労働者を計画

課題の超過遂行に動員する，協議制を通じて労

働者の提案や要望を企業幹部に伝える，生産設

備の管理・能率の向上・技術者の養成といった

業務に関して行政職員をサポートする，企業の

実績に関する資料の提出を求め，計画課題の遂

行状況を検閲するといった活動を意味していた。

支配人には党団体に対して報告義務があり，党

団体は決定書や勧告を，支配人をはじめとする

行政職員に下達することはできたが，企業の経

営活動を直接管理することは認められていな

かったのである。［カン・シン 1954；チャン・

グァンイク 1954；リ・イルギョン 1955］。

だが実際には，党職員が支配人よりも優位に

立ち，企業の管理運営に介入するケースがしば

しば見受けられた。例えば，平壌ゴム工場内の

党会議では，「業務部長は個別契約した石炭の

未引き受け量をこの日までに引き受け完了する

こと」というような形で問題を討議し，その決

定を強要したため，結果として行政技術職員た

ちの権限を弱め，工場内に「党の指示なら実行

するが，支配人の指示には応じない」という傾

向を作り出したという［『労働新聞』1955年４月

10日］。また，1954年10月に江界窯業工場の

初級党委員長に赴任したパク・ドヨンは，秩序

がない工場の現状に不満を抱き，職場の規律を

立てるために全ての行政事業にまで干渉し，結

果として生産活動を混乱させてしまったとの事

実が報じられている［『労働新聞』1955年９月19

日］。その他，長津江発電部初級党委員会の委

員長は，「職場ボイラー施設委員長」と呼ばれ

るほど経営活動に干渉し，倉庫を建築するため

の略図まで提出することを求める初級党団体の

決定書まで採択したという事例もあった［『労

働新聞』1955年４月４日］。

これらの事例は，党団体が企業の行政職員と

同等ないし優位な立場に立って一定の影響力を

発揮していたことを示唆しているが，この結果，

両者の間に激しい対立が生じる場合もあったよ

うである。実際，1955年８月22日付けの『労

働新聞』の社説では，事業報告の提出を求める

ことができる党団体の権限に対して，行政職員

が抵抗する事例があるとの批判が見られる。い

ずれにせよ，企業内に党団体という形で，支配

人を頂点とするライン組織以外の指示・命令系

統が存在したことが，円滑な企業運営に一定の

混乱をもたらしたことは想像に難くない 。

３．企業運営の混乱に対する改善策

1950年代の企業運営に発生した上記のよう

な問題を，党と国家は決して放置していたわけ

ではない。ライン＆スタッフ組織原理に基づく

企業管理を機能させるための改善策が，各企業

で実施された。例えば，先述した江西電機工場

では，生産指令部の人員不足のために生産工程

の把握が困難だったことが問題になっていたが，

その対策として副技師長を指令長に任命すると

同時に，有能で経験のある職員を生産指令部に

配置することで，同部署がスタッフ部門として

円滑な業務を行えるようにした［チェ・スイル

1955］。また，降仙製鋼所では，設備利用率向

上対策の一環として設備の管理を改善するため

に，生産設備の補修・点検を担当する工務動力

部に専門的な人材を配置し，設備に対する完全

な統制権を与えるなど，同部署の事業を強化す
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るために積極的な措置をとったという［『労働

新聞』1956年７月28日］。

1955年６月８日付け『労働新聞』に掲載さ

れている熙川機械製作工場のケースも，こうし

た改善活動の典型的事例である。同工場では工

場内の生産秩序の混乱のため，計画目標の達成

に支障が生じていた。工場の生産計画は一月に

一度ずつ，総体的な基本指標と数量および必要

とする付属品の総生産量を提示するだけという

非常に大雑把なものであり，職場単位での総括

も規則的に行われなかったため，生産状況の把

握が難しく，支配人が作業工程の実行状況を掌

握できない事態が常態的になっていたのである。

計画部や生産指令部といったスタッフ部門も機

能不全に陥っており，工場内の生産秩序が乱れ

ていることが計画目標を達成できない原因だと

された。このような状態を抜本的に改革するた

めに，まず生産指令部に有能な職員を配置し，

職場単位の作業内容を詳細に記録した図表を作

成した。職場での生産は，この図表に基づいて

一律的に行われるようになり，また職場長の作

業を計画化するために，月間事業計画書，交代

作業計画書の作成方法も普及させた。さらに，

支配人や技師長などの経営幹部による職場の直

接指導が短期間実施された。このような対策の

結果，生産計画を実行するための秩序が確立さ

れ，支配人の指示と命令が個別の職員にまで伝

達されるようになったという。

以上の３つの事例は，工場内のスタッフ部門

強化とライン上の命令系統の徹底を目指した対

策と見ることができるが，こうした企業経営の

改革方針は個々の企業に限定されたものではな

かった。先に挙げた1955年６月16日の『労働

新聞』の社説では，職場長の業務を指導幹部が

代行する現象を批判していたが，それに続いて

職場長を「職場の唯一責任者」と規定し，指導

幹部が職場を指導するときは必ず職場長を経由

しなければならないとして，ライン上の命令系

統を通じた管理の重要性を強調している。また，

リ・ドジェは，計画部や技術工程部，設計部と

いったスタッフ部門が工場の生産計画の作成に

おいて果たす役割を詳しく説明する中で，各部

門がその専門性に基づいて業務を分担し，緊密

に連携しながら計画を作成することの重要性を

強調している［リ・ドジェ 1957］。ライン＆ス

タッフ組織の原理を実際の企業管理に適用する

ことの重要性についての認識は，1950年代中

盤の朝鮮民主主義人民共和国で広く共有されて

いたといえる。

なお，ライン上の指示系統の混乱やスタッフ

部門の機能不全が抜本的に解消するべき問題と

して捉えられたのに対し，企業管理に対する党

の介入が問題視されなかったことは特記するべ

きことである。事実，先述した熙川機械製作工

場の企業改革は，工場党委員会での討議に基づ

いて実施されたものであり，支配人や技師長が

生産現場を指導する対策も党によって提起され

た。同様の事例は他にもある。「キム・サン

チョル支配人が指導する工場」では，支配人の

命令・指示の大部分が現場の実情を考慮しない

ものだったために，適切に実行されないという

問題があり，より具体的で正確な指示を出すた

めの対策が取られたが，その実施においては党

が主導的な役割を果たした［『労働新聞』1955年

４月16日］。企業管理に党が介入する際の方法

について批判されることはあっても，介入する

ことそれ自体は否定されるものではなかったの

である。その意味において唯一管理制は，企業
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内部の意思決定に混乱をもたらす要因を内包し

ていたと言える。

結 語

本稿は，朝鮮民主主義人民共和国経済史上，

初の公式な企業管理体系である唯一管理制を取

り上げ，その成立の歴史的経緯，理念，組織構

造，およびその運営実態を検討した。

建国初期に国有企業の管理体系として広く導

入された唯一管理制は，労働力・管理人材の不

足から来る生産現場の混乱という解放直後の状

況の中で，ソ連をモデルとした社会主義経済管

理制度を企業レベルで実現するための制度で

あった。

まず，国家と企業の関係について見たとき，

企業の経営における重要な意思決定権は，上級

機関である省および管理局が保持していた。こ

れは，国家自体が一つの巨大企業とも言える社

会主義国においては珍しいことではない。ただ，

唯一管理制下の企業が行政機構の内部に位置づ

けられていたとはいえ，支配人が企業内部の管

理運営において中心的な役割を果たしていたこ

とは確かである。

唯一管理制下における企業の経営組織は，ラ

イン＆スタッフ組織の原理に基づく合理的な制

度を採用していたと見ることができるが，制度

を現実の企業管理に適用する際には，様々な問

題が発生した。前節で述べたとおり，唯一管理

制に基づいた企業運営にあたっては，ライン＆

スタッフ型の組織構造と命令系統が十分に定着

しなかったり，組織構造に内在する問題が表出

したために，その運営に混乱が生じたことを示

す事例はたいへん多い。また，企業内に党団体

が存在し，インフォーマルに企業の意志決定に

深く関与したことも，経営組織内部の意思伝達

にかなりの混乱をもたらす要因になったと推察

される。本稿で取り上げた材料だけでは，これ

らの問題がマクロ経済的にどれだけ深刻なもの

だったのかを明らかにすることはできなかった

が，1940年代後半から50年代を通じて，唯一

管理制の下で運営された企業の生産活動に，非

効率性と混乱が広く見られたことは確かである。

だが，上記のような問題を考慮したとしても，

唯一管理制下における企業の管理体系が，ある

程度の合理性を備えていたこと，また，国有企

業が党の指導ラインの存在という限界を抱えつ

つも，ライン＆スタッフ組織の合理性を活かす

ような運営方法を模索していたことは強調して

おかねばならない。こうした経験は「大安の事

業体系」にも受け継がれたはずである。朝鮮民

主主義人民共和国の企業管理体系の歴史的な変

遷を把握する上で，唯一管理制の制度的特徴が

「大安の事業体系」にどのような形で引き継が

れたのかという視点に立った分析が，今後は重

要になってくると思われる。

(注１)企業内の管理運営における合理性と，

朝鮮民主主義人民共和国の経済システムの合理

性は，むろん別の話である。同国経済には，計

画経済に起因する非効率性が広く存在したし，

重工業に偏重した経済開発路線もマクロ経済に

大きな歪みをもたらした。こうした視点から朝

鮮民主主義人民共和国の経済システムに内在す

る問題を検討した研究として，金錬鐡（2001）

や梁文秀（2000）がある。

(注２）「道」は朝鮮民主主義人民共和国の行

政単位であり，日本の「県」に相当する。同国

の行政単位区分は，1948年憲法では，「道」－

「市・郡」－「面」－「里」となっていたが，1952年
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12月の最高人民会議常任委員会条例によって

「面」が廃止された。

(注３）朱寧河は，ソ連軍の援助の下で各道に

人民委員会を組織したと述べているが［朱寧河

1946，80］，このことは森田（1964，164-191）

に収められた日本人側の証言でも裏付けられて

いる。

(注４）「臨時人民委員会構成に関する規定」

の第８条には，臨時人民委員会が組織された日

から，ソ連軍司令部に属していた各局を引き継

ぐと記されている［大陸研究所 1990a，239-

240］。なお，朝鮮民主主義人民共和国における

統治機構の形成過程に関する詳細な経緯は藤井

（1990）が，行政10局とソ連軍との関係につい

ては，Erik van Ree（1989，98-107）が詳しい。

(注５）朝鮮共産党北部朝鮮分局が設立された

正確な日については諸説がある［和田 1990］。

(注６）『金日成全集⑶』1992年刊行，126

ページ参照。なお，同全集では「北朝鮮共産党

第４次拡大執行委員会」となっているが，この

時点ではまだ朝鮮共産党北部朝鮮分局という名

称のままである。

(注７）朝鮮民主主義人民共和国が国家として

樹立された時点で，金日成は内閣の首相として

選出されたが，北朝鮮労働党においては，党副

委員長だった。1949年６月に南北朝鮮労働党が

合党した時点で党委員長に就任した。

(注８）この時点で朝鮮民主主義人民共和国の

公式人口は962万2000名であり，党員数は84

万名に達していた［徐東晩 1995，97］。

(注９）「国営企業場管理令」の内容について

は次節で詳述する。

(注10）中小規模の私営企業に関しては，ソ連

軍が進駐してくる前の段階で，朝鮮人によって

相当数が接収されたと見られる。ただし，大規

模な企業や工場の場合は，日本人側が自衛団を

組織するなどして引き渡しに抵抗する事例もし

ばしば見られた。そのような抵抗に直面したと

きは，ソ連軍や人民委員会の代表が表に立つこ

とで，日本人企業の接収を行ったようである。

鴨緑江水電水豊発電所や小野田セメント川内里

工場はその典型であり，自衛団や日本兵の力に

よって，朝鮮人側の引き渡し要求を押さえ込ん

でいた。これらの工場が接収されたのは，ソ連

軍の進駐によって日本兵が武装解除されてから

のことである。西鮮合同電気株式会社は，朝鮮

人労働者との対立こそ避けたものの，平南人民

委員会委員長の資格で曺晩植が出てくるまでは，

引き渡し交渉に応じなかった。日本製鉄兼二補

製鉄所や順川日本化成工場の場合も，接収はソ

連軍の進駐後に行われた［森田・長田 1980，

460-542］。こうした日本人側の抵抗については

カン・チョルブも言及しているが［カン・チョ

ルブ 1985，45-49］，ソ連軍の役割に対する言及

はない。

(注11）平安南道人民政治委員会（1945年11

月に平安南道人民委員会へと改称）の場合，工

場委員会が接収した産業，運輸，商業機関など

を引き継ぎ，その管理責任者を任命していた。

また咸鏡南道人民委員会は，1945年末時点で大

企業24社，中小企業224社を管轄下に置いてお

り，興南で接収した企業については，そのいく

つかを統合した上で，「興南地区人民工場」を設

置した。平安北道人民委員会でも，1945年末に

は重要工場69個と13個の炭鉱，鉱山などを管

理していたし，黄海道人民委員会，江原道人民

委員会，咸鏡北道人民委員会でも，工場委員会

が接収した企業を管轄下においていた［カン・

チョルブ 1985，46-49］。

(注12）金日成は1946年12月３日の演説で，

技術者や熟練労働者に加え，工業を管理運営す

る知識を持った経済専門家が少ないことが，経

済建設における最大の難関だと指摘し，これら

の人材を育成することが最も重要な問題の一つ

であると強調している［金日成 1970，3］。また

金日成は，1948年２月に開かれた北朝鮮人民会

議第４次会議の席上でも，専門的人材が少な

かったために工場運営が非常に困難だったが，

1947年度の人民経済計画期間中に多くの支配人

や技術者を養成したため，この状況から抜け出

すきっかけを掴んだと述べており，人的資源の

不足が企業運営に混乱をもたらす要因だったこ
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とがうかがえる［『金日成全集⑺』1993年刊行，

141］。

(注13）なお，石一およびキム・リョスは，企

業幹部が具体的な対策を立てないため，労働者

の規律違反が収まらないと指摘しており，管理

者の無責任な経営姿勢が生産現場の混乱と無関

係ではなかったことが分かる［石一 1948；キ

ム・リョス 1948］。

(注14）工業部門の混乱には，植民地的な産業

構造という要因もあった。解放当時の朝鮮半島

に存在した重化学工業の多くは，原料採取工業

や半製品工業であり，完成品工業，機械工業の

比重が低かった［梁文秀 2000，58-59］。金日成

も1946年12月３日の演説で，工業が奇形的で

あるために各生産部門間の連携が取れず，生産

活動に支障が生じていることを指摘している

［金日成 1970,2-3］。また，降伏による日本人の

帰国，半島南半部から徴用されてきた労働者の

大量帰郷，軍事組織への徴募などに起因する慢

性的な労働力不足も，混乱を引き起こした要因

の一つだったと思われる［徐東晩 1995，158-

159］。

(注15）『1946-1960朝鮮民主主義人民共和国

人民経済発展統計集』によれば，1946年時点で

社会総生産額中に工業が占める割合は23.2パー

セントであり，1949年時点で35.6パーセントで

あるのに対し，農業は1946年時点で59.1パー

セント，1949年時点で40.6パーセントを占めて

おり，1940年代においては，農業部門の比重の

方が高かった。

(注16）金日成は1949年11月19日の演説で，

国有企業内の規律をただし，効率的な運営を行

うためにも唯一管理制が必要だと述べている

［『金日成著作集⑸』1980年刊行，141］。

(注17）中川は，この「国営企業場管理令」が

唯一管理制の制度的起源になったとの見解を示

しているが，妥当な指摘だと思われる［中川

2004，3］。

(注18）ムン・ジョンソクは，管理局の位置づ

けについて，「朝鮮民主主義人民共和国国営企業

所に関する規定」から引用を行っており［ム

ン・ジョンソク 1955］，独立採算制機関として

の規則も同規定によって定められていたと思わ

れるが，原文も日付けもこれまでのところ明ら

かではない。なお，ここで述べられている独立

採算制とは，ソ連で実施されていたホズラス

チョート（ ）の同義語である。

(注19）計画部のみが計画業務を担当していた

わけではない。チョン・ヨナン（1955）には，

支配人の指示の下，工場の全部署が参加して計

画を作成する手順が，詳細な図表によって示さ

れている。

(注20）リ・ソンヨン（1955）では労働部とい

う部署名が使用されているが，これは労力賃金

部を指すと思われる。チョン・ヨナン（1955）

には企業の計画作成過程において労力賃金部が

担当する内容が記されているが，これはリ・ソ

ンヨンが労働部の業務として記述した内容とほ

ぼ重なっている。

(注21）このように職場があたかも一つの工場

のように組織されているという点も，ソ連型の

企業にしばしば見られる特徴である［グラニッ

ク 1969，278-279］。

(注22）レーニンがテイラーの科学的管理法を

研究しており，ソヴィエト権力の確立後は，そ

の積極的な導入を主張したこと，ソ連の企業長

単独責任制では，企業内の管理方法として，ラ

イン＆スタッフ型の組織構造を採用していたこ

とは，しばしば指摘されることである［大島

1971；西村 1986；Granick 1954］。

(注23）カン・シン（1954）では，党組織の指

導に関してスターリンの著作を引用する形で説

明がなされていることから，二重権力体制もソ

連をモデルとして導入されたと思われる。また，

朝鮮民主主義人民共和国では，すでに1949年か

ら，「幹部配置および異動に対する規定」という，

いわゆるノーメンクラトゥーラ制度が存在した。

同規定には，国家機構の職員が党によって任命

される手順が詳細に記されている。国有企業の

支配人の任命についても規定されており，実質

的にこの規定に沿って配置された。

(注24）初級党団体は，朝鮮労働党の基本組織
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と規定されており，企業，農場，協同組合，国

家機関などに党員３名以上がいるときに組織さ

れた［1956年朝鮮労働党規約第52条］。

(注25）党員および党員候補が100人未満の初

級党団体または職場部門別に組織された党団体

の内部には，必要に応じて党分組を組織するこ

とができた。また，党員および党員候補が2000

人以上いる党委員会は，党中央委員会の批准の

下で，市・郡党委員会と同等の権限を持つこと

ができた。

(注26）地方党である市・郡党委員会は，管轄

下の初級党団体を系統的に指導することが，

1956年の朝鮮労働党規約第51条によって定めら

れており，実際に上級党委員会から派遣された

党職員が，企業内の党事業を指導していたが

［カン・シン 1954，79］，このような指導ライン

が厳密な形で確立していたわけではなかったよ

うである。金日成は1961年12月15日の朝鮮労

働党中央委員会政治委員会拡大会議で行った演

説で，企業の党団体に対する党の指導体系が確

立されておらず，工場内の初級党委員会はどの

上級党組織にも明確な形で属していないと指摘

している［『金日成著作集 』1981年刊行，

452］。

(注27）支配人や副支配人といった経営幹部が

どれだけの割合で党委員会に加わり，そこでど

のような役割を果たしていたかについては明白

ではない。1955年５月29日付けの『労働新聞』

には，黄海製鉄所初級党総会に業務副支配人の

キム・ユンボンが参加し討論したことが明記さ

れている。また，熙川機械製作工場では，工場

内の初級党委員会が，支配人と技師長から工場

の実情に関する報告を受けた上で，工場内の生

産秩序の改善に関する議論を行ったと，同年６

月８日に同紙が報じている。さらに，1956年３

月11日付けの『労働新聞』に掲載された，慈江

道熙川郡党代表会では，企業支配人のオ・ギ

ジョンが演説を行っている。これらの報道を見

る限り，企業の経営幹部が党員であり，企業内

の党団体に加わっていた可能性は高い。

(注28）ムン・ジョンソク（1955）は，レーニ

ンの「ソビエト政権の当面の課題」を，また

『民主朝鮮』の記事はボリシェビキの決定を引用

する形で，唯一管理制と協議制の結合について

説明しており，ここでもソ連をモデルとした理

論付けを行っていることが分かる。

(注29）生産協議会は職業同盟が指導するとさ

れていたが，この団体は実質的に党の指導下に

あり［徐東晩 1995；朴正鎭 1996］，また行政技

術協議会も，企業の運営に影響を及ぼす有効な

手段として認識されていた［『労働新聞』1955年

10月26日］。

(注30）トラストは，同種の国有企業を組織し

た連合体と定義されており，省－管理局－トラ

ストというラインで，トラストの支配人が傘下

の企業を管理した。トラストは傘下企業を管理

する機関であると同時に，それ自体が独立的な

経済的単位機関であり，唯一管理制と独立採算

制によって活動したという［ムン・ジョンソク

1955］。中川（2002）はこのトラストが，1980年

代に入ってから全国的に導入された連合企業の

起源になったと見ている。

(注31）「原単位」（ ）という単語につい

て，同投書内で説明はないが，『経済辞典⑵』は，

「原単位消費基準」（ ）という項

目について，「単位製品を生産したり単位作業を

遂行するのに必要な労力，燃料，原料，資材，

設備，資金などの利用および消費限界を規定し

た国家的基準」と規定している。また，徐國源

（1948，72）は，原料費の節約において原単位の

低下が最も重要であると述べている。したがっ

て，ここでいう「原単位」（ ）とは，「ある

製品を一定量生産するのに必要な労働力，原料，

設備などの基準量」（『広辞苑』第５版）を意味

する，日本語の原単位とほぼ同義語であると思

われる。

(注32）金日成は，1953年８月５日に開かれ

た朝鮮労働党中央委員会第６次全員会議の席上

でも，朝鮮戦争の影響による労働力および管理

人材の不足について言及している［『金日成全集

』1997年刊行，48-49］。

(注33）企業内の党職員と行政職員の関係は，
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一方の優位あるいは対立という形だけをとった

わけではない。チャン・グァンイクは，企業内

の経営幹部と党職員が癒着することで，双方の

怠慢や職務違反を黙認する傾向が存在すること

を批判している［チャン・グァンイク 1954］。
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［朝鮮民主主義人

民共和国社会科学院・言語学研究所，ソ連科

学院・東方学研究所］1976．『

II』［朝露大

辞 典 第 ２ 巻］ ［モ ス ク ワ］：

［ ロシア語

出版社］．

［付記］本稿の執筆にあたっては，指導教官である

岩﨑一郎先生から真摯なご指導をいただいた。ま

た，久保庭眞彰先生ならびに雲和広先生からも懇

切丁寧なご指導をいただいた。所属するゼミの先

輩諸氏からのアドバイスにも教えられるところが

大きかった。ここに記して謝意を表したい。さら

に，本稿の査読を引き受けていただいた匿名の査

読者２名からは，非常に詳細かつ丁寧なコメント

をいただき，論文を完成させる上で大きな助けに

なった。ここに厚く御礼申し上げる。

（一橋大学大学院経済学研究科博士後期課程，2010

年３月16日受付，2010年12月３日，レフェリー

の審査を経て掲載決定）
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